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住所　〒467-8501
　名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１
　名古屋市立大学菊地夏野研究室気付
TEL/FAX 052-794-3956(牛田)
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　東海圏大学非常勤講師組合あて
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雇止めにあったら即ご連絡を雇止めにあったら即ご連絡を雇止めにあったら即ご連絡を雇止めにあったら即ご連絡を雇止めにあったら即ご連絡を
まず「辞めません」と意思表示を

　契約更新の季節になりました。
　来年度の出講依頼がなかなか来なかったり
すると、雇い止めになったのではないかと心
配になります。また、出講依頼が届いたら届
いたで、雇い止めになっているのではない
か、減コマになっているのではないか、とド
キドキしながら封を開けるのではないでしょ
うか。
　もし、雇い止め、減コマになったら、どの
ように対応したらいいでしょうか。
（１）納得できないなら、簡単にあきらめては
いけません。
（２）納得できないなら、出講依頼あるいは雇
い止めの通知に「同意」してはいけません。
（３）まず大学の担当事務、あるいは担当科目
の責任者に「同意できない」と伝えましょう。
出講依頼は最終決定ではありませんので、早
めに行動することが重要です。
（４）もし大学側が雇い止め、減コマの決定は
変更できない、と返答してきたら、「理由」を
聞きましょう。
　一見すると雇い止め、減コマの「正当に」見
える理由も、よく考えると、問題がある場合
が多々あります。

①①①①①　カリキュラムが変更されるから、　カリキュラムが変更されるから、　カリキュラムが変更されるから、　カリキュラムが変更されるから、　カリキュラムが変更されるから、授業授業授業授業授業
数が減るから、数が減るから、数が減るから、数が減るから、数が減るから、授業がなくなるから授業がなくなるから授業がなくなるから授業がなくなるから授業がなくなるから
　授業数が減る場合でも、大学（使用者）は、
まずすべての出講講師を「公平」に扱わなけ
ればなりません。ひとりの先生だけたくさん
減らす、ということは不当です。
　また科目がなくなる場合でも、まず一般に
使用者は雇用者の雇用を維持する努力をしな
ければなりません。ですから大学は、例えば
工学部の数学がなくなったら、代わりに理学
部の数学を担当してもらう、あるいは英文学
がなくなるなら、一般英語を担当してもらう
など、なんらかの措置をとる努力をしなけれ
ばなりません。
②②②②②　勤務態度が悪いから、　勤務態度が悪いから、　勤務態度が悪いから、　勤務態度が悪いから、　勤務態度が悪いから、授業評価が悪い授業評価が悪い授業評価が悪い授業評価が悪い授業評価が悪い
から、から、から、から、から、成果が上がらないから成果が上がらないから成果が上がらないから成果が上がらないから成果が上がらないから
　正社員、専任教員だって、勤務態度が悪い
からといって「いきなり解雇」されることは
ありません。再三注意したにもかかわらず改
善されないので、という場合には、解雇が正
当と見なされるかもしれませんが、「いきなり
解雇」は不当です。減コマ、雇い止めの場合
も、以前に注意されたこともないのに、減コ
マ、雇い止めされてから、大学側がそういう
理由を持ち出してくるのは不当です。

非常勤講師も加入できる厚生年金制度に

衆議院議長　　河野洋平　殿
参議院議長　　江田五月　殿

請願趣旨

請願項目

＜取り扱い団体＞
東海圏大学非常勤講師組合　〒467-8501　名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１　名古屋市立大学人文社会学部　菊地夏野研究室気付
首都圏大学非常勤講師組合　〒170-0005　豊島区南大塚２-33-10　東京労働会館5階 東京公務公共一般労働組合内
関西圏大学非常勤講師組合　〒542-0012　大阪市中央区谷町７丁目１-139-102　大阪私大教連気付
大学等非常勤講師ユニオン沖縄　〒902-0072　沖縄県那覇市真地277-12-407　平井真人宅気付
全国一般労働組合東京南部大学教員支部（UTU）　〒105-0004　港区新橋５-17-７　全国一般労働組合気付
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編集雑感

厚生年金加入で

短時間労働者等に対する年金制度の適用のあり方についての各種提言
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html
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70歳段階での累積損失額
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